
熱海市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例をここに公布する。 

  平成２８年１２月１５日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第２２号 

熱海市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」とい

う。）第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、熱海市農業委員会の委員及び農地

利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。 

（委員の定数） 

第２条 法第８条第２項に規定する委員の定数は、９人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 法第１８条第２項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、４人とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月２０日から施行する。 

（熱海市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止） 

２ 熱海市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例（昭和２９年熱海市条例第１２ 

号）は、廃止する。 

（熱海市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 熱海市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２２年

熱海市条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

別表農業委員会の部委員の項の次に次のように加える。 

農地利用最適化推進委員 日額 ７，４００円

 （熱海市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

４ 熱海市証人等の実費弁償に関する条例（昭和３２年熱海市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に改める。 

第２条第６号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」に改める。 

 


